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老
人
ホ
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体
障
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保
護
施
設
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指
定
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改
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事
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告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
五
条
の

十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
が
地
下
に
あ
る
土
地
に
係
る
指
定
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
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名

称

埋

立

地

の

区

分

指

定

区

域

扇
田
ご
み
処
分
場

跡
地

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

昭
和
四
十

六
年
政
令
第
三
百
号
。
以
下

｢

令｣

と
い
う
。)

第
十
三
条

の
二
第
一
号

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
驫
木
字
扇
田

二
六
の
一
部

明
神
平
不
燃
物
最

終
処
分
場
跡
地

令
第
十
三
条
の
二
第
一
号

上
北
郡
横
浜
町
字
雲
雀
平
七
九
の
一

の
一
部

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

三
沢
市
立
三
沢
病
院

三
沢
市
中
央
町
四
丁
目
一
の
一
〇

平
成
��･

�･

�

�
�
�
�
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青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
と
し
て
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
種
里
町
字
堤
ノ
沢
一
の
一
か
ら
一
の
六
五
ま
で
、
一
の
六
七
か
ら
一

の
七
三
ま
で
、
五
六
、
五
七
、
五
九
の
一
、
五
九
の
二
、
六
〇
か
ら
六
二
ま
で
、
六
三
の
一
、
六

三
の
二
、
六
四
の
一
、
六
四
の
二
、
六
五
、
一
七
九
の
一
、
一
七
九
の
二
、
一
七
九
の
四
、
一
七

九
の
八
か
ら
一
七
九
の
一
一
ま
で
、
一
七
九
の
一
三
か
ら
一
七
九
の
七
三
ま
で
、
一
七
九
の
七
七

か
ら
一
七
九
の
八
九
ま
で
、
一
七
九
の
九
二
か
ら
一
七
九
の
一
四
四
ま
で
、
一
七
九
の
一
四
七
か

ら
一
七
九
の
一
五
五
ま
で
、
一
七
九
の
一
五
七
か
ら
一
七
九
の
二
一
五
ま
で
、
一
八
一
の
一
か
ら

一
八
一
の
四
ま
で
、
一
八
三
、
一
八
四

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
鰺
ケ
沢

町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

告

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

五
戸
町
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

久
保
土
木

二

氏
名

久
保

陸
郎

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
是
川
字
差
波
五
六
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
八
三
六
四
号
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み
ん
な
野
薬
局
西
バ
イ
パ
ス
店

青
森
市
富
田
三
丁
目
一
六
の
五

〃

こ
う
よ
う
薬
局

八
戸
市
江
陽
一
丁
目
一
八
の
三

〃

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
平
内

店

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
外
ノ

沢
四
〇

〃

市

町

村

名

大

字

名

小

字

名

五
戸
町

倉
石
又
重

牧
内

牧
内
沢

鍋
カ
ス
の
一
部

中
崎
の
一
部

� �
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五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
五
月
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
四
月
三
〇
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
大
西
組

二

代
表
者
の
氏
名

大
西

博

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
豊
間
内
字
地
蔵
平
一
の
一
〇
二
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
四)

第
八
八
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
五
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
五
月
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

秋
庭
建
設
株
式
会
社

二

氏
名

秋
庭

裕
香
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
木
筒
字
上
柳
川
一
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
四)

第
一
三
四
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
五
月
二
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由

に
よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条

第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

工
藤
建
築

二

氏
名

工
藤

良
富

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

西
津
軽
郡
鯵
ケ
沢
町
大
字
中
村
町
字
中
山
ノ
井
一
〇
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
五
五
六
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
五
月
二
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

青 森 県 報������	�
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建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

松
田
金
属
工
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

松
田

ヨ
ネ

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
南
町
四
丁
目
三
一
の
三
四
五
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
八
五
一
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
五
月
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

屋
根
、
板
金
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
四
月
二
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

青
森
県
営
農
大
学
校
告
示
第
二
号

平
成
二
十
年
度
青
森
県
営
農
大
学
校
学
生
を
次
の
と
お
り
募
集
す
る
の
で
、
青
森
県
営
農
大
学
校

規
則

(

昭
和
五
十
五
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

た
だ
し
、
二
次
募
集
試
験
は
一
般
募
集
試
験

(

推
薦
選
考
を
含
む
。)

の
合
格
者
が
定
員
に
満
た

な
い
場
合
の
み
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
三
日

青
森
県
営
農
大
学
校
長

岩

橋

博

幸

一

修
業
年
限

二
年

二

募
集
人
員

三

受
験
資
格
等

１

推
薦
選
考
は
、
次
の
各
号
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
者
で
、
出
身
学
校
長
の
推
薦
を
得
た
者

�

学
校
教
育
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教

育
学
校
を
平
成
二
十
年
三
月
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

�

学
校
成
績
の
評
定
平
均
値
が
三
・
〇
以
上
の
者

�

卒
業
後
、
農
業
経
営
に
従
事
す
る
等
地
域
の
農
業
振
興
に
尽
く
す
意
志
が
強
固
で
健
康
な

者

２

一
般
及
び
二
次
募
集
試
験
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

�

農
業
に
従
事
し
、
又
は
従
事
し
よ
う
と
す
る
青
年
で
学
校
教
育
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律

第
二
十
六
号)

に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
平
成
二
十

年
三
月
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

�

前
項
に
規
定
す
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
青
森
県
営
農
大
学
校
長

が
認
め
る
者

四

試
験
等
の
実
施
期
日
、
場
所
及
び
試
験
科
目

五

受
験
手
続
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課

程

定

員

畑
作
園
芸
課
程

果

樹

課

程

畜

産

課

程

七
十
名

(

男
女
を
問
わ
な
い
。)

試
験
等

試
験
の
期
日
等

試
験
の
場
所
等

試
験
科
目
等

推
薦
選
考

平
成
十
九
年
十
二
月
四
日

(

火)

午
前
十
一
時

上
北
郡
七
戸
町
字
大
沢

四
八
の
八

青
森
県
営
農
大
学
校

小
論
文
、
面
接
、
調
査

書
等
の
関
係
書
類

一
般
募
集

試
験

平
成
二
十
年
二
月
五
日

(

火)

午
前
九
時
十
分

〃

筆
記
試
験

[

現
代
文
、

数
学
Ⅰ
、
生
物
Ⅰ
、
小

論
文]

、
面
接

二
次
募
集

試
験

平
成
二
十
年
二
月
二
十
八

日
(

木)

午
前
九
時
十
分

〃

〃

� �



� �

六

合
格
者
の
発
表

１

発
表
期
日
等

２

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
人
又
は
そ
の
法
定
代

理
人
は
、
入
校
試
験
結
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
口
頭
に
よ
る
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る

(

本
人
又
は
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
持
参
す
る
こ
と
。)

。

�

開
示
す
る
個
人
情
報
は
、
科
目
別
得
点
及
び
総
合
得
点
と
す
る
。

�

開
示
期
間
は
、
合
格
発
表
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
か
月
以
内
と
す
る
。

�

開
示
場
所
は
、
青
森
県
営
農
大
学
校
会
議
室
と
す
る
。

七

授
業
料
等

(

改
訂
さ
れ
た
場
合
は
、
改
訂
後
の
金
額
を
適
用
す
る
。)

１

入
校
検
定
料

二
千
二
百
円

２

入
校
料

五
千
六
百
五
十
円

３

授
業
料

年
額

十
一
万
五
千
二
百
円

４

諸
経
費

年
額

六
十
五
万
円

八

そ
の
他

こ
の
募
集
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
あ
る
時
は
、
青
森
県
営
農
大
学
校
教
務
課(

電
話
〇
一
七
六
―

六
二
―
三
一
一
一)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
二
号

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号(

病
院
の
長
、
老
人
ホ
ー

ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び
保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病

院
、
老
人
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。平

成
十
九
年
六
月
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
の
表
中

｢

を

｣
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試
験
等

提

出

書

類

受

付

期

間

提

出

先

推
薦
選
考

一

入
校
願
書(

第
一
号
様
式
、

写
真
貼
付)

二

本
校
所
定
の
受
験
票

(

写

真
貼
付)

三

志
願
者
調
査
書

四

出
身
学
校
長
の
推
薦
書

(
第
二
号
様
式)

平
成
十
九
年
十
一

月
五
日

(

月)

か

ら
同
月
十
六
日

(

金)

ま
で

(

〒
〇
三
九
―
二
五
九

八)上
北
郡
七
戸
町
字
大
沢

四
八
の
八

青
森
県
営
農
大
学
校

一
般
募
集

試
験

一

入
学
願
書(

第
一
号
様
式
、

写
真
貼
付)

二

本
校
所
定
の
受
験
票

(

写

真
貼
付)

三

平
成
十
九
年
三
月
に
高
等

学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を

卒
業
し
た
者
及
び
平
成
二
十

年
三
月
に
卒
業
す
る
見
込
み

の
者
に
あ
っ
て
は
、
志
願
者

調
査
書

四

前
項
に
規
定
す
る
以
外
の

者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ

る
書
類

イ

最
終
出
身
学
校
の
卒
業

証
明
書
又
は
卒
業
見
込
証

明
書

ロ

最
終
出
身
学
校
の
成
績

証
明
書

ハ

健
康
診
断
書

平
成
二
十
年
一
月

四
日

(

金)

か
ら

同
月
二
十
五
日

(
金)
ま
で

〃

二
次
募
集

試
験

〃

平
成
二
十
年
二
月

十
五
日

(

金)

か

ら
同
月
二
十
二
日

(

金)

ま
で

〃

試

験

等

発

表

の

期

日

推
薦
選
考

平
成
十
九
年
十
二
月
十
四
日

(

金)

一
般
募
集
試
験

平
成
二
十
年
二
月
十
四
日

(

木)

二
次
募
集
試
験

平
成
二
十
年
三
月
七
日

(

金)

� �

須
藤
病
院

平
川
市
国
民
健
康
保
険
平
川
病

院

〃

柏
木
町
藤
山
三
七
の
五

平
川
市
柏
木
町
藤
山
四
七
の
一



� �
｢

に
改
め
る
。

｣
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

須
藤
病
院

平
川
市
柏
木
町
藤
山
三
七
の
五


